
振替納税結果の確認

　振替納税を利用した方のうち、ｅ-Taxを利用して申告を行った場合の振替納税結果の確認

利用者情報の登録・確認・変更

　申告・申請等データの基本情報となる氏名、住所等の情報、「税務署からのお知らせ」等を受信するメールアドレスの登録・確認・
変更（法人利用者については、利用者情報の確認機能のみご利用が可能です。）

納税

　スマートフォン専用のｅ-Taxホームページにて「重要なお知らせ」及び「お知らせ」の閲覧等ができます。

〇　ｅ-Taxソフト（ＳＰ版）の利用

　ｅｰTaxに送信した申告・申請等データの送信結果、「税務署からのお知らせ」等の確認

還付金処理状況の確認

　ｅ-Taxを利用して還付申告を行った場合の、還付金の処理状況の確認

その場合は、03-5638-5171をご利用ください。

ただし、この場合には、通常の通話料金となります。

ｅ-Taxヘルプデスク 0570-01-5901（ｅｰコクゼイ）

【電話番号】 ナビダイヤル（全国一律市内通話料金）

【受付時間】 月曜日～金曜日 午前９時から午後５時（休祝日及び12月29日～１月３日を除きます。）

（注意）

ご利用の電話機によっては、上記ナビダイヤルにつながらない場合があります。

 https://www.e-tax.nta.go.jp/

　納税証明書（署名省略分）の交付請求

　納税情報登録依頼（税目、納付金額等の納付情報データの作成及び送信等）、ダイレクト納付、インターネットバンキング（金融機
関等サイト）へのリンク、クレジットカード納付専用の外部サイトへのリンク
（注）納付情報登録依頼について、税理士等による代理送信はご利用になれません。

メッセージボックスの確認

徴収高計算書の提出

　各種徴収高計算書の提出
（注）徴収高計算書の提出について、税理士等による代理送信はご利用になれません。

ｅ-Taxホームページ

納税証明書の交付請求

※ＱＲコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

　スマートフォン専用のｅ-Taxホームページへアクセスし、「ｅ-Taxソフト（ＳＰ版）」へのログインによりご利用いただけます。

スマホ専用サイトでできること
　以下の機能及び手続がご利用いただけます。

〇　ｅ-Taxホームページ（スマートフォン専用）の閲覧

2 利用者情報の登録

1 ログイン画面を表示

3 氏名等の入力4 納税地等の入力

QRコードを読み込んで、

e-Taxのスマホ専用サイトにアクセス!!

代理の方のスマホからも請求書を送信できます。

※代理人による受け取りは、委任状が必要です。

２回目以降の方は、手順の

「２」～「４」は不要です。

ログインしたら次ページの手

順「５」からお進みください。

トップ画面

スマホ × 納税証明

① 手数料がお得 ⇒ ４００円 ３７０円

② 窓口での待ち時間短縮

お持ちのスマホを使って納税証明書を請求

メリット

請求書の作成・送信は次ページの「５」へ

初回ログイン

4 1

ID・パスワード方式の登録がお済みの方は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コー

ナー」から確定申告書の作成・提出ができます。

※ID・パスワード方式の登録がお済みでない方は、税務署窓口で事前申請が必要です。

（利用者識別番号をお持ちの方でもID・パスワード方式の登録が必要になります。）

スマホ専用サイト

（ｅ-Taxソフト（ＳＰ版））

確定申告書等作成コーナー

（参考）即時通知の確認

簡単・便利な e-Taxのスマホ専

用サイトをご活用ください♪

QRコード

松本税務署

納税証明書の交付請求（署名省略分）.xtx



5 メインメニュー ６ 申請手続の選択 10 請求方法の選択９ 内容の作成７ 提出先の確認

13 来署予定日、連絡先の入力

８ 提出先の確定

14 証明書の種類の選択、入力16 年度の選択 15 税目の選択

20 申請情報の確定 21 送信19 使用目的の選択17 請求枚数の選択 18 分割発行区分の選択

※年分ごとに発行する場合で

も、手数料は変わりません。

2 3

※法人番号がわからない場合

は、未入力のまま進んでくださ

い。

※管轄の税務署を選んでから、

請求内容を入力して送信画面へ

進みます。

※請求内容を確認して、送信

画面へ進みます。

※税目ごとに必要な枚数が

違う場合には、税目ごとに請

求書を作成・送信してくださ

い。

※証明書の種類ごとに、税

目や枚数などを入力します。

の順番にタップして請求書

を作成・送信してください。

受取りは税務署窓口へお越しくださ

い。

代理の方が来署する際は、委任状を

11 法人名、住所、代表者の入力12 注意メッセージ

※法人番号が未入力の場合は、

注意メッセージが表示されます

が、「はい」を押して進んでく

ださい。

法人税

1年

１日6月

5月 31日

令和

令和 ２年

東京都

浅草

納税証明書の交付請求（署名

省略分）

令和

令和 年 月 日

納税証明書（その１）

資金借入

手続名称

１枚

証明書の使用目的

来署予定日

令和

長野県

松本

「長野県」と「松本」を

選択してください。

該当する請求方法を

選択してください。 ※この先は、個人か法人かで

画面が異なります。ここでは法

人の納税証明書の作成について

説明します。


